
上山市物価高騰対策賃金向上推進事業支援金

お問合せ先 上山市商工課 023-672-1111（内線181・183）

◆対象事業者
（１）市内に本社又は主たる事業所等を有する法人又は個人事業主
（２）山形県賃金引上げ緊急支援金の交付決定を受けた法人又は個人事業主
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人
事業主等（同居家族を除く従業員を１人以上雇用しているものに限る）も含む。

◆主な支援要件
①令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上
引上げること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前に遡って合計64円以
上となる引上げを行った場合も対象

②上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること。
③賃上げ促進税制による控除を受けていないこと。

最低賃金の大幅な引上げに伴い、賃金を引上げた事業者を支援します。

◆この支援金を受けるためには
山形県の「賃金引上げ緊急支援金」の交付を受けた市内事業者が対象となります。
山形県賃金引上げ緊急支援事業の詳細は山形県の特設ホームページをご覧ください。
【特設ホームページ（山形県）】 【制度概要チラシ（山形県）】
https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/

◆支援金額（県支援の1/2の額）
支援要件を満たす従業員1人につき

【77円以上賃上げした場合】
・正規雇用労働者︓2.5万円
・非正規雇用労働者（週の所定労働時間20時間以上）︓1.5万円

【64円以上〜77円未満賃上げした場合】
・正規雇用労働者︓2万円
・非正規雇用労働者（週の所定労働時間20時間以上）︓1万円

※１事業者あたり上限25万円

※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施する事業です。

https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/


◆交付申請に必要な書類

①様式第1号 物価高騰対策賃金向上推進事業支援金交付申請書兼請求書 ※
②山形県賃金引上げ緊急支援金支給決定通知の写し
③預金通帳の写し（振込口座に関する情報が記載されているもの）
※印の様式は、市ホームページよりダウンロードが可能です。

【上山市ホームページ】
https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/9/chinginkoujo.html

◆交付までの流れ
①山形県賃金引上げ緊急支援金を申請する
②山形県の審査を経て、支援金の支給決定通知を受ける
③上山市物価高騰対策賃金向上推進事業支援金の交付申請書兼請求書を提出
⇒令和8年12月28日の締切までに必要書類を添えて提出
※支援金の入金は、提出月の翌月を予定しています。

◆申請・お問い合わせ先
上山市商工課企業誘致推進室 電話︓023-672-1111（内線181,183）
メール︓k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp

◆申請期間
令和8年4月1日〜令和8年12月28日
※予算額に達した場合は受付を終了します（県予算が無くなった場合も同様）。

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/9/chinginkoujo.html

